
 

 

 

貸 借 対 照 表 
（2023年12月31日現在） 

（単位：千円） 
資 産 の 部 負 債 の 部 

科 目 金 額 
 

科 目 金 額 
 

流 動 資 産 551,072 

現 金 及 び 預 金 173,997 

売 掛 金 333,473 

仕 掛 品 15,160 

貯 蔵 品 893 

前 払 費 用 24,287 

そ の 他 7,894 

貸 倒 引 当 金 △4,635 

固 定 資 産 161,331 

有 形 固 定 資 産 14,566 

建 物 8,007 

工具、器具及び備品 6,558 

無 形 固 定 資 産 98,520 

ソ フ ト ウ ェ ア 79,835 

ソフトウェア仮勘定 18,685 

投 資 そ の 他 の 資 産 48,245 

関 係 会 社 株 式 10,620 

出 資 金 10 

長 期 前 払 費 用 891 

敷 金 保 証 金 36,724 

そ の 他 16,576 

貸 倒 引 当 金 △16,576 
 

流 動 負 債 476,547 

買 掛 金 77,325 

1 年内返済予定の長期借入金 135,104 

未 払 金 21,646 

未 払 費 用 64,659 

前 受 金 9,075 

未 払 法 人 税 等 530 

預 り 金 8,718 

前 受 収 益 81,924 

製 品 保 証 引 当 金 38,096 

工 事 損 失 引 当 金 1,079 

そ の 他 38,387 

 固 定 負 債 116,345 

長 期 借 入 金 116,345 
 

負 債 合 計 592,892 
 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 119,512 

資 本 金 100,000 

資 本 剰 余 金 684,798 

資 本 準 備 金 387,399 

そ の 他 資 本 剰 余 金 297,399 

利 益 剰 余 金 △665,285 

そ の 他 利 益 剰 余 金 △665,285 

繰 越 利 益 剰 余 金 △666,285 

(うち当期純利益) (13,766) 
 

純 資 産 合 計 119,512 
 

資 産 合 計 712,404 
 

負 債 純 資 産 合 計 712,404 
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個 別 注 記 表 
 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のないもの：移動平均法による原価法 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

仕 掛 品：個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

そ の 他：移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産：定率法 

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法を採用しております。 

主な耐用年数は次のとおりです。 

建        物 ８～15年 

工具器具備品 ４～15年 

②無形固定資産：定額法 

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（３～

５年）に基づく定額法を採用しております。 

 

(3) 引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

②製品保証引当金 

製品のアフターサービスの支払いに備えるため、過去の実績等に基づく発生見込額を計上

しております。 

  ③工事損失引当金 

    受注契約に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が高く、かつ、その損失見込

み額を合理的に見積もることができる工事について、当該損失見込み額を計上しておりま

す。 

 

(4) 収益及び費用の計上基準 

①ソフトウェアの請負開発契約等に係る収益認識 

ソフトウェアの請負開発契約等に係る収益及び費用の計上基準については、当事業年度末

までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については、履行義務の充足につれ

て一定期間にわたり収益を認識しております。但し、契約における取引開始日から完全に履

行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収

益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 

 ②一定期間にわたって継続したサービスを提供する取引に係る収益認識 

ライセンス契約等に係る収益の計上基準については、契約期間にわたり履行義務が充足さ

れるため、契約期間に応じて按分し収益を認識しております。 

 

(5) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消

費税は、当事業年度の費用として処理しております。 


